
３．環境対策の推進
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物流政策の

現状と展望 グリーン物流の推進

■運輸部門は、日本のＣＯ２排出量全体の約２０％を占めており、日本全体のＣＯ２排出量削減を進めるた
めには、運輸部門、ひいては物流部門における削減が必要不可欠。

■都市内物流の効率化

・都市内物流対策に向けた協議会等の活動を支援する「都市内物流効率化モデル事業」の取組

■グリーン物流パートナーシップ会議

・荷主、物流事業者の協働によるCO2排出削減プロジェクトに対するソフト支援事業（委託事業）、普及事業（補助金）等による支援

・優良事例のPR、普及拡大に向けた広報及び優良事例の大臣表彰

環境負荷低減の手段

モーダルシフト

トラックから鉄道・海運へ輸送を振り替え
ることにより環境負荷を低減

共同集配送

共同集配送
センター

複数荷主による共同集配送により輸送を
効率化

多様な関係者の連携した取組による
物流の効率化・環境負荷の低減

地域の主体的な物流効率化・円滑化の取組を支援

物流全体の最適化

都市内物流の効率化

都市内における交通渋滞を解消することにより、環境負荷を低減

時間区別前

時間区別後

（貨物集配車の時間）

（例）貨物用パーキングメーターの設置及び貨物自動車と一般乗用車の駐車可能時
間帯の区別 （東京・日本橋）
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■ モーダルシフトや物流効率化を推進するためには、荷主企業と物流事業者の立場の違いの克服が課題。
両者協働で行うプロジェクトを支援する「グリーン物流パートナーシップ会議」を平成１７年４月に設立。

■ ３つのＷＧを設置し、補助金の交付、ＣＯ２排出量算定手法の策定、事例紹介や表彰制度等を活用し、荷
主・物流事業者の協働による取組を支援

◆ ２００５年４月設立。約２，９００の企業・団体が会員登録。
◆ 主催 ： ＪＩＬＳ、日本物流団体連合会、経済産業省、国土交通省 協力 ：日本経済団体連合会
◆ 会員 ： 物流事業者、荷主企業、各業界団体、シンクタンク、研究機関、地方支分部局、地方公共団体、個人 等

グリーン物流パートナーシップ会議

グリーン物流パートナーシップ推進事業グリーン物流パートナーシップ推進事業
の決定・評価を担当。の決定・評価を担当。

事業の成熟度や性格に応じて、事業の成熟度や性格に応じて、
２種類の施策により支援。２種類の施策により支援。

事業調整・評価ＷＧ

○ 事前調査等、プロジェクト創成を支援。
○ 省エネセンターへの委託事業。
○ ２００８年度予算 ： 約１．５億円

ソフト支援事業 ［調査事業］

○ 事業に必要な設備導入を支援。
○ 補助率１／３ （ＮＥＤＯ活用）。
○ ２００８年度予算 ： 約２０億円

普及事業 ［設備導入補助事業］

優良事例の選出及びＰＲと優良事例の選出及びＰＲと
普及拡大に向けた広報を担当。普及拡大に向けた広報を担当。

大臣表彰やシンボルマークの制定等。大臣表彰やシンボルマークの制定等。

広報企画ＷＧ

○ ’０７経済産業大臣表彰
「部品調達から製品配送まで一貫した集中配車
コントロールによるＣＯ2削減の取組み」

○ ’０７国土交通大臣表彰
「買い手が取りに行く物流」

優良事例の大臣表彰

○名称を公募し「ロジくん＆エコちゃん」に
決定

シンボルマークの制定

サブＷＧ「グリーン物流とエコポイント研究会」
○ 一般消費者への意識拡大と普及。
○ 「エコポイント制度の物流への展開」を報告。

算定手法の策定と標準化を担当。算定手法の策定と標準化を担当。
ＣＯＣＯ２２排出量の算定方法を排出量の算定方法を
わかりやすく、具体的に整理。わかりやすく、具体的に整理。

ＣＯ２排出量算定ＷＧ

○ 「ロジスティクス分野におけるＣＯ２排出
量算定方法共同ガイドライン」を策定。
○ ＣＯ２排出量の算定方法を整理。
○ 燃料消費原単位の整備。
（改良トンキロ法等）

ガイドラインの策定

↓

プロジェクトの事業効果
（ＣＯ２排出削減量）を把握

物流政策の

現状と展望

グリーン物流の推進 ①

グリーン物流パートナーシップ会議
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物流政策の

現状と展望

グリーン物流の推進 ②

輸送機関別のＣＯ２排出量原単位

■ 「モーダルシフト」とは、鉄道・内航海運等、環境負荷の小さい輸送モードに転換することにより、ＣＯ２排
出量削減等の環境負荷軽減を図ること。

■ ＣＯ２排出量原単位（１トンの貨物を１ｋｍ輸送した時に排出するＣＯ２の量）を比較すると、トラックに比べて内航
海運は４分の１、鉄道は７分の１。モーダルシフトはＣＯ２排出量削減に有効。

0 50 100 150 200

トラック
（営業用）

内航海運

鉄道

（ｇ-ＣＯ２
／トンキロ）

１５０

３９

２０

１

４

１

７

モーダルシフトの効果
（輸送機関別のＣＯ２排出量原単位（１トンの貨物を１ｋｍ輸送したときのＣＯ２排出量）、２００６年度）

モーダルシフトは
ＣＯ２排出量削減に有効
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物流政策の

現状と展望

グリーン物流の推進 ③

事業類型別の推進決定数

トータルで
約３０万トン／年
のＣＯ２削減

モデル事業 計 モデル事業 普及事業 計 モデル事業 普及事業
ソフト
支援事業

計 普及事業
ソフト
支援事業

計 モデル事業 普及事業
ソフト
支援事業

計

拠点集約化 4 4 4 10 14 0 9 0 9 6 0 6 8 25 0 33

共同輸配送 9 9 4 6 10 2 1 3 6 2 4 6 15 9 7 31

鉄道への
モーダルシフト 10 10 2 21 23 0 11 1 12 7 2 9 12 39 3 54

海運への
モーダルシフト 5 5 2 14 16 0 5 1 6 2 0 2 7 21 1 29

車両等の大型化 0 0 0 2 2 0 5 0 5 14 0 14 0 21 0 21

電子タグ等活用 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

その他 5 5 0 11 11 2 9 2 13 4 5 9 7 24 7 38

計 33 33 15 64 79 4 40 7 51 35 11 46 52 139 18 209

※件数は推進決定ベース。

※１事業で複数の類型にまたがるものは、代表的な類型に分類。

※その他…ラック利用等による積載率向上、特殊コンテナ・シャーシの利用、情報管理システムの活用等。

※平成20年度については、第一次推進決定分のみ。

平成17～20年度　合計
類型

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度（第一次）
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物流政策の

現状と展望

グリーン物流の推進 ④ ： ２００７年度 国土交通大臣表彰事業

「買い手」が取りに行く物流

■ 「買い手」が取りに行く物流への転換による物流コストの抑制及びＣＯ２削減。

■ 複数の事業者が協働して行う鉄道と海運へのモーダルシフト事業。
（香川松下電工（株）、（株）朝日通商、日本通運（株）、日本貨物鉄道（株）、ジャンボフェリー（株）が参加）

◎事業費 ： １１９．７百万円
（国費 ： １９百万円）

◎ ＣＯ２排出削減量 ２２５㌧／年
（３３５㌧／年 → １１０㌧／年（実績））

◎ ＣＯ２排出削減率 ６７％

実施前：トラックによる長距離輸送

環境負荷大

香川松下電工
（香川県綾川）

流通加工工場
（京都府舞鶴）

工場Ａ
（埼玉県幸手）

工場Ｂ
（大阪港より陸揚げ）

工場Ｃ
（大阪府岸和田）

物流センター
（京都府京田辺）

実施後：モーダルシフトを含む効率化された輸送

鉄道へシフト

海運へシフト（往復輸送）

工場Ａ
（埼玉県幸手）

×
工場Ｂ

工場Ｄ
（徳島県小松島）

↓
近距離から調達

ミルクラン

商品配送
材料調達材料調達

※トレーラは香川松下電工が手配

「買い手が取りに行く物流」「買い手が取りに行く物流」
「物流コストの見える化」「物流コストの見える化」

香川松下電工
（香川県綾川）

（流通加工を内製化）

越谷貨物ターミナル駅

材料調達

材料調達

回送

材料調達

材料調達

材料調達

半製品輸送商品配送

神戸港

東高松港

高松貨物ターミナル駅

補助対象設備補助対象設備
・トレーラーシャーシ 2台
・トレーラーヘッド 2台
・バーコード貼付読取
システム 1式

物流センター
（京都府京田辺）

工場Ｃ
（大阪府岸和田）

③①

④

②

①

③

④

②
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物流政策の

現状と展望

物流総合効率化法

物流拠点施設の集約化

■ 物流拠点施設の総合化と流通業務の効率化を促進することによって、物流改革の推進、環境負荷の
低減、地域の活性化を図るとともに、社会資本整備の進展を促進する。

非効率的な物流

工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

効率的で環境負荷の小さい物流

工場

小売店

物流拠点
施設

輸入

総合効率化計画総合効率化計画

○事業の内容、実施時期、物流
施設の概要等を記載

○ ＣＯ２排出量の削減効果を定
量的に記載

総合効率化計画を審査・認定総合効率化計画を審査・認定

支援措置１
物流事業の総合的実施の促進

○ 事業許可の一括取得

支援措置２
社会資本整備との連携の促進

○ 物流拠点施設に関する税制特例
○ 立地規制に関する配慮

支援措置３
中小企業への支援

○ 資金面の支援（保険限度額拡充）
○ 政策金融

認定件数 １００件１００件
（２００８年９月３日現在）○ 国際競争力強化

○ コストの削減

効果１：物流改革の推進

○ ＣＯ２排出量が２割程度削減

効果２：環境負荷の低減

○ 低未利用地の活用
○ 地域雇用の創出

効果３：地域の活性化
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物流政策の

現状と展望

改正省エネルギー法

エネルギー使用効率の向上

■ 物流事業者のみならず、輸送量の多い荷主（特定荷主）にも省エネ対策を義務付け。中長期的にエネル
ギー消費原単位を年平均１％以上向上させることが目標。

特定貨物輸送事業者特定旅客輸送事業者

・鉄道 :車両数３００両以上 （２６社）
・バス :台数２００台以上 （９７社）
・タクシー :台数３５０台以上 （４６社）
・船舶 ：総船腹量２万総ﾄﾝ以上 （１６社）

貨物輸送量：３，０００万トンキロ以上

２００７年４月から適用

・鉄道：車両数３００両以上 （１社）
・ﾄﾗｯｸ（営業用、自家用）

：台数２００台以上 （４３０社）
・船舶：総船腹量２万総ﾄﾝ以上 （３３社）

２００６年４月から適用

＜国土交通大臣へ提出＞
○ 省エネ計画の作成・提出（毎年6月末）
低燃費車等の導入、エコドライブの推進、貨物積載効率の向上、空輸送の縮減 等

○ エネルギー使用量等の毎年の報告（毎年6月末）

・航空機：最大離陸重量９千ﾄﾝ以上 （ ２社）

その他の
貨物輸送事業者 特定荷主は、貨物輸送に係る

省エネ対策を求められる

（平成１９年９月末時点）

委託輸送

特定荷主（８４６社）

（平成１９年６月末時点）

食品製造業、化学工業、鉄鋼業、
卸売・小売業、一般機械製造業、等

自家輸送

*平成19年度については9月末

＜経済産業大臣等へ提出＞
○省エネ計画の作成・提出（毎年6月末*）
モーダルシフト、自営転換、共同発注等への取組 等

○ エネルギー使用量等の毎年の報告
（毎年6月末*）
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物流政策の

現状と展望

都市内物流の効率化

都市内物流効率化モデル事業

■ 改正道路交通法の施行等により、路上荷さばき施設の不足等、都市内における物流の課題が具現化。

■ ２００７年３月に都市内物流を効率化へ導く「都市内物流トータルプラン」を策定。同プランに基づいた協
議会による取組を支援する都市内物流効率化モデル事業を２００８年度より新設。

課題

都市内の荷さばきスペースの不足
↓

貨物自動車の路上荷さばきによる交通渋滞
や歩行者の通行阻害

背景（情勢の変化）

① 京都議定書発効に伴う環境負荷低減の必要性向上
② 道路交通法の改正 （荷さばき駐車スペース確保の必要）
③ まちづくり３法改正によるコンパクトシティづくり
④ 大規模都市開発による物流効率化

「協議会」の設立と
都市内物流対策の推進

○ 都市内物流効率化に取り
組む関係者の連携の下、
「協議会」を設立。

○ 物流の現状に関する実態
調査を実施。

○ 調査結果に基づいて課題を
分析し、実情に応じた対応策
を検討。

○ 物流効率化メニューを体系化。地域毎に異なる課題を解決する
ための道標と位置づけ。

○ 関係者（※）の利害不一致により、連携した取組が困難。協議会
の設立を通じた問題意識の共有と役割分担の決定を提案。
※ 物流事業者、荷主企業、地域住民、商店街関係者 等。

○ 都市計画、物流システム改善、環境改善等、トータルな視点に
立った取組が必要。

都市内物流トータルプラン （２００７年３月策定）

○ ２００８年度予算において新設。予算額は約１，２００万円。

○ 対応策の策定に向けた協議会の取組を「都市内物流効率化
モデル事業」として認定。

○ 認定を受けた協議会の活動のうち、実態調査費用や協議会
運営費用を支援。

都市内物流効率化モデル事業 （２００８年度予算～）

背
景
・課
題

具
体
的
施
策
と
そ
の
効
果

都
市
内
物
流
対
策
を
加
速
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物流政策の

現状と展望 「都市内物流効率化モデル事業」実施案件（２００８年度）

・約８８の商店が集積。人や車両で混雑
しており、特に貨物自動車の荷捌き駐車
による影響が大きい。

・路上荷捌き対策として、看板による駐
車禁止の周知や届出による通行許可制
等、一部、通行時間規制や一方通行化
を実施。

・「吉祥寺方式による物流対策推進協議
会」準備会を設立。

・協議会の設立と運営方針の調整。

・荷捌き実態調査と改善策の検討。

金沢市まちなか地区竪町商店街

名古屋市名古屋駅地区 広島市中心市街地

【地区の概要】

【今後の展開】

・商業施設が集積した地区であり、複数業者の
荷捌き車両が輻輳している。

・一部、周辺道路の駐車規制緩和や市有地を
利用した荷捌き駐車場の整備を実施。

・協議会の設立。

・先進事例の調査と荷捌き実態調査の実施。

・荷捌き駐車場の適正配置及び共同輸配送シ
ステム構築に向けた検討。

【地区の概要】

【今後の展開】

・高層商業ビルの建設ラッシュにより人や
自動車の交通量が増加し、路上荷捌きに
よる交通渋滞や歩行者の通行阻害が日
常化している。

・一部運送事業者（５社）による共同輸配
送を実施。路上荷捌き駐車場を一部（４箇
所）確保。

・協議会の設立。

・先進事例の調査。

・荷捌き駐車場の配置や駐車規制の見直
し、共同輸配送の拡大に向けた検討、及
び社会実験の実施

【地区の概要】

【今後の展開】

・商店街やオフィス街が集積した地区であり、
貨物車等の違法駐車が問題となっている。

・「ひろしま物流まちづくり調査委員会」を設立。

・荷捌きスペースの検討及び社会実験を実施
し、一部を駐車規制緩和。

・具体的な荷捌き駐車場の確保について検討。

・共同輸配送の可能性について検討。

【地区の概要】

【今後の展開】

武蔵野市吉祥寺駅北口商店街
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物流政策の

現状と展望 ３ＰＬ事業の総合的支援

■ ３ＰＬ（third party logistics）とは、荷主から物流を一貫して請け負う高品質のサービス。３ＰＬ事業の推進
によって物流が効率化し、コスト削減や環境負荷の軽減が実現。

◎物流総合効率化法の制定

物流拠点施設を中核とした輸送・保管・流通加工の総合的・効率
的実施を支援することを内容とした「流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律」が２００５年７月２２日に公布され、１０月１
日に施行。
＜主な支援措置＞
・倉庫用建物等の税制特例
・市街化調整区域における開発許可の配慮
・日本政策投資銀行等による低利融資 等

◎物流総合効率化法の制定

物流拠点施設を中核とした輸送・保管・流通加工の総合的・効率
的実施を支援することを内容とした「流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律」が２００５年７月２２日に公布され、１０月１
日に施行。
＜主な支援措置＞
・倉庫用建物等の税制特例
・市街化調整区域における開発許可の配慮
・日本政策投資銀行等による低利融資 等

◎３ＰＬ促進のための環境整備と産業競争力の
強化

・３ＰＬ契約のガイドラインの策定、情報セキュリティに関するガ
イドラインの策定、３ＰＬ事業の実態の調査・分析等

・環境配慮型３ＰＬ事業実施のための手引きの作成、国際競
争力強化のための東アジアにおける３ＰＬ事業の現状把握、
地方における３ＰＬ事業の普及のための環境整備

◎３ＰＬ促進のための環境整備と産業競争力の
強化

・３ＰＬ契約のガイドラインの策定、情報セキュリティに関するガ
イドラインの策定、３ＰＬ事業の実態の調査・分析等

・環境配慮型３ＰＬ事業実施のための手引きの作成、国際競
争力強化のための東アジアにおける３ＰＬ事業の現状把握、
地方における３ＰＬ事業の普及のための環境整備

国
土
交
通
省
の
取
組

国
土
交
通
省
の
取
組

政
策
効
果

政
策
効
果

物流コストの低減
物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞや物流の効率化、これ
らに資する物流拠点の整備等により､物
流コストが低減

物流コストの低減
物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞや物流の効率化、これ
らに資する物流拠点の整備等により､物
流コストが低減 国際競争力の強化

環境負荷の軽減
物流拠点の集約化、合理化等により、物
流における環境負荷が低減

環境負荷の軽減
物流拠点の集約化、合理化等により、物
流における環境負荷が低減

地球環境対策

地域経済の活性化
流通加工等の総合的に行う物流拠点の
立地を促進することにより、地域経済の
活性化に寄与

地域経済の活性化
流通加工等の総合的に行う物流拠点の
立地を促進することにより、地域経済の
活性化に寄与 地域再生

従 来 の 物 流

・効率が悪い

・最適な物流サービスを得られない

運送管理 在庫管理 流通加工 運送管理

発注・問合せ
発注・問合せ 発注・問合せ 発注・問合せ

卸売･小売

荷主

３ＰＬビジネスのモデル

情報システム化 により一元管理

運送管理

情 報

在庫管理と

流通加工の一元化

情 報

発注・問合せの一元化（在庫管理も実施）

受注・発注情報の迅速な提供

運送管理

荷主

卸売･小売

３ＰＬ事業者
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